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【研究背景】 

がん患者に対して低侵襲性で高精度な放射線治療が急速に普及してきている。放射線治

療では、放射線治療装置から出力される「正しい放射線量」を、がん病巣が存在する「正し

い照射位置・範囲」へ正確に照射することが重要である。放射線治療装置から出力される放

射線量は各施設の診療放射線技師・医学物理士により計測・調整される。この放射線量の計

測には、適切に校正された基準となる線量計・電位計（以下、基準線量計）を利用するが、

現時点ではこの基準線量計の校正が法令で義務付けられていない。その結果、基準線量計の

校正予算が確保しにくい施設が存在し、一部の放射線治療施設では、推奨される頻度で基準

線量計の校正が実施されていない。また放射線治療装置の放射線量の計測・調整手順は、第

三者機関により確認されるべきであるが、国内においてその評価体制が存在するにも関わ

らず、第三者機関の利用は十分に普及していない。これらの状況は「がん放射線療法」を実

施する基となる放射線量の正確性を左右する重要な課題であり、医療安全ならびに放射線

防護の観点から法令整備の必要性等について検討を行う必要があると考えられる。 

 

【研究方法ならびに結果】 

昨年度より基準線量計の校正、ならびに外部放射線治療装置の第三者機関による線量校

正の実態調査を行い、放射線治療の精度管理に必要な法制化の具体的検討と、それに伴う医

療機関等への実際に起こりうる影響について検討を行ってきた。本研究での検討項目は以

下の 3点である。 

１．電離箱線量計と電位計の校正の実態 

２．医療機関における外部放射線治療装置の第三者機関による線量校正の実施状況 

３．法制化の対象範囲と医療機関への影響 

 

 ３．の法制化の対象として、①校正に利用する電離箱線量計と電位計、②第三者機関によ
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る医療機関の外部放射線治療装置の出力線量の確認、の二つが検討対象としてあげられる。

①についてであるが、近年、「外部放射線治療における吸収線量の標準測定法」では、リフ

ァレンス線量計は少なくとも 1 年に 1 度は校正を受けるものとする、とされている（資料

２）。「外部放射線治療における QAシステムガイドライン 2016年版」では基準線量計の校

正は、年 1回実施することを強く推奨する、としている（資料７）。よって基準線量計の校

正は年 1 回実施することが求められている。資料１に放射線治療装置導入施設、公益財団

法人医用原子力技術研究振興財団による線量校正施設数（2 年間）、放射線治療装置導入施

設数に対する線量計校正施設数割合（2年間）を集計したものを提示する。2017年 10月 1

日現在の放射線治療実施施設数は 834 施設で、施設名公表拒否施設を加えると 852 施設と

なる。線量計校正を実施している公益財団法人医用原子力技術研究振興財団によると、財団

が行った線量計の校正実施施設は平成 28 年度で 723 施設、平成 29 年度で 724 施設であ

り、各年度について 85％の施設が線量計の校正を行っている。平成 28年度及び平成 29年

度に線量計の校正が行われた施設は、822施設で、96%の施設が少なくとも 2年に一度の校

正を行っている（ただし、粒子線治療施設及びコバルトを用いた治療施設は含まない。教育、

研究施設で実際に放射線治療を行わない施設は含まれている。）。②については、放射線治療

装置の放射線量の確認（出力校正）は、同財団では、ガラス線量計を用いた出力線量測定を

実施している。この出力線量測定は 3 年に一度の実施が推奨されている。同財団による治

療用照射装置（X線）の出力線量測定実施施設の公表データによると、平成 27年度から平

成 29年度に出力線量測定を実施した施設数に関しては、このガラス線量計を用いた出力線

量測定を実施しているのは 343施設に限られた。 

これらを考慮すると、①電離箱線量計と電位計の校正についての法制化による医療機関

への影響は大部分の施設で問題ないことが予想され、法制化に適していると考える。また、

②第三者機関による医療機関の外部放射線治療装置の出力線量の確認は、現状、実施医療機

関が半数に達していないことに鑑みると、現時点では、法制化することは時期尚早と考えら

れ、むしろ診療報酬や、がん診療連携拠点病院等の指定要件等において手当することが適当

であると考える。 

以上より、推奨頻度で校正された電離箱線量計と電位計による放射線治療機器の出力保

証についての法令化に向けて、関連団体との調整（日本放射線腫瘍学会、日本医学物理学会、

日本放射線技術学会）を行う。法制化に向けた関連団体との調整は下記の内容を各関連団体

に提示して、合意を図る予定である。 

 

【まとめ】 

 電離箱線量計と電位計の校正を医療法に含める本提案は、放射線治療実施施設に対して

影響を与える法案となるが、多くの放射線治療関連団体から賛同を得られる法制化である

と考えられる。法制化については、放射線治療関連団体（日本放射線腫瘍学会、日本医学物

理学会等）からの承認を得ることが望ましいと考えており、放射線治療関連学会の合意が得

られた上で法令の原案を作成する。 

放射線治療において投与する線量の管理は最も基本的な品質管理である。各施設で提供
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する線量の基準は、国家標準からトレーサビリティが確保された施設基準線量計（以下、リ

ファレンス線量計）で評価・管理する。従来、2年に一度の比較校正を行うとされていたが、

近年の高精度化・高品質管理化に伴い、近年では、年 1回の線量計校正が求められるように

なった。本研究で検討を重ねてきた高精度化する放射線治療の品質管理・医療安全を勘案し、

法令もしくは通達に「放射線治療を行う施設では、投与する放射線の量を適正に管理するた

め、リファレンス線量計の校正を年 1回行う。」ことを記載することに関して関連団体の同

意を得ていきたいと考えている。 

 

【資料】 

資料１．放射線治療装置導入施設、財団線量校正施設数（2 年間）、放射線治療装置導入施

設数に対する線量計校正施設数割合（2年間） 
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資料２．放射線治療における高エネルギーX線および電子線の吸収線量の標準測定法（標準

測定法 86）.日本医学物理学会編. 1986年第 1刷, 2000年第 4刷 

「リファレンス線量計は少なくとも 1年に 1度は校正を受けるものとする。」 

 

資料３．外部放射線治療装置の保守管理プログラム. 日本放射線腫瘍学会研究調査委員会編. 

1992年 7月第 1版第 1刷, 2001年 10月第 1版第 2刷 

「リファレンス線量計の校正を購入後 3 年間は毎年、それ以降は最低 2 年に 1 度は校正を

受けることが、日本医学放射線学会から勧告されている。」 

 

資料４．外部放射線治療における QAシステムガイドライン（QAガイドライン 2000）. 

日本放射線腫瘍学会 QA委員会. 平成 12年 3月発行 

「リファレンス線量計の校正を購入後 3 年間は毎年、それ以降は最低 2 年に 1 度は校正を

受けなければならない。」 

 

資料５．外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（標準測定法 01）.日本医学物理学

会編. 2002年第 1刷, 2003年第 2刷 

 「リファレンス線量計は、少なくとも 1年に 1度は校正を受けるのが望ましい。」 

 

資料６．外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法（標準計測法 12）.日本医学物理

学会編. 2012年第 1刷, 2013年第 2刷 

「ユーザ施設でのリファレンス線量計を 1 年に 1 度の頻度で JCSS 校正することで、線量

標準による電離箱線量計校正が確保されることになる。」 

 

資料７．外部放射線治療における QAシステムガイドライン 2016年版. 日本放射線腫瘍学

会編. 2016年 4月, 第 1版第 1刷 

「線量計の校正は、年 1回実施することを強く推奨する。」 
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